
北部地区における受診体制
（R３年４月～）
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紹介

受診の際に注意していただくこと

・医療機関へ電話連絡をしてから受診してください。

・検査体制上、できるだけ午前中で受診してください。

・医療、介護従事者であることを伝えてください。

・検査の費用はかかりませんが、通常の外来受診料は

かかります。

＜PCR検体採取センターについて＞

・検査体制の拡充に伴い、令和3年3月31日で閉所します。

・受診した医療機関で検査ができない場合は、近隣の

診療所や病院へ紹介されることになります。


